
  

指定確認検査機関(国土交通大臣指定第 7 号) 

株式会社 西日本住宅評価センター  
 

申請者（建築主）の皆様へ  

 

ごあいさつ  

 

拝啓 

 

この度は、建築確認申請手続きについて、弊社をご利用いただき誠にあ

りがとうございます。 

「確認済証」は、指定確認検査機関等に対して建築確認申請を行い、そ

の計画が建築基準法に適合する場合に交付され、併せて、確認申請書の副

本が返却されます。 

また、「中間検査合格証(注)」及び「検査済証」は、検査の結果、工事が

確認に要した図書及び書類どおりに施工されていると認められる場合に

交付されます。 

「確認済証」、「確認申請書の副本」、「中間検査合格証」及び「検査済証」

は、将来、増改築やリフォーム工事を行う際、あるいは売却される場合に、

適法に計画されて建てられたことを証明する重要な資料となりますので

大切に保管していただきますようお願いいたします。 

なお、検査済証交付後も、常時適法な状態に維持・管理していただく必

要がありますのでご留意いただきますようお願いいたします。 

 
(注) 建設地、建物の用途及び規模等により中間検査の対象外となり、 

「中間検査合格証」が交付されていない場合があります。 
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